
選考の対象となる候補者 選考委員会での選考（※１） 任命対象者の選定

自動的に連携会員候補者とする。
連携会員特別選考分科会
による選考（※２）

新連携会員

２０・２１期連携会員
（H23.9末任期満了）

自動的に会員候補者及び連携会員候補者
とする。（※３）

新連携会員

新会員

２１・２２期連携会員
（H26.9末任期満了）

自動的に会員候補者とする。（※３）

２１・２２期会員
（H26.9末任期満了）

継続して会員

（※１） ・ 協力学術研究団体から提供された情報は、審議の参考情報とする。

（※２） ・ ２０・２１期の補欠会員のうち会員候補者資格を有する者は、２０・２１期連携会員と同様の手続とする。（補欠会員のみ会員に再任できる。）

（※３） ・ 本人に、意思確認と現在の本人情報を求める。ただし、年齢等により選考対象とならない者は除く。

（※４） ・ 推薦書に、会員又は連携会員のどちらの候補者として推薦するかを記入する。

・ 会員の候補者として推薦された者は、連携会員の候補者としても推薦された者とみなす。

次期の推薦・選考の対象外

その他の日本の科学者

２０・２１期会員
（H23.9末任期満了）

３つの分野別の選考分科
会による選考

平成２３年１０月の改選における会員・連携会員候補者の推薦・選考について

連携会員任命対象者
約１，０００名を選定す
る。

会員任命対象者１０５名
を選定する。

２３年１０月１日付け発令

会員又は連携会員から推薦のあった、
会員又は連携会員の候補者としてふさわし
い「優れた研究又は業績がある科学者」
（※４）

新会員以外の２１・２２期連携会員は、
継続して連携会員

元会員・連携会員
（２０期・３年任期）
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